
令和5（2023）年3月31日から届出制度が始まります！

矢掛町立地適正化計画に基づく
届出制度のお知らせ

都市機能誘導施設

都市機能誘導区域・居住誘導区域・都市機能誘導施設

事前相談

届出

計画

許認可

行為着手

届出の流れ



届出対象行為

①居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為

②都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為

③都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止

留意事項

矢掛町 建設課管理住宅係


